
高崎市等広域消防局に設置する自動販売機の設置業者公

募について

高崎市・安中市消防組合では、市有財産の有効活用を図りながら市民サービスと

地域経済の活性化を図るため、飲料自動販売機設置場所の使用許可に係る公募抽選

を実施します。 

概要については、下記のとおりです。詳しくは募集要項をご覧ください。  

対象は高崎市内又は安中市内に本社又は事業所があり、問題発生時に速やかに対

処できる事業者です。

自動販売機設置について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の４第７項の規定に基づき、

行政財産目的外使用許可（以下「使用許可」という。）を受け使用設置するものと

します。 

使用許可期間について 

令和５年４月１日から令和８年３月３１日までの３年間とします。

なお、令和３年４月１日以降については、それまでの使用状況や必要性等を勘案

したうえで支障なしと組合が判断した場合、当初の使用条件を変更しないことを前

提として、令和８年３月３１日までは、毎年４月１日に使用許可を更新するものと

します。 

抽選物件

抽選物件一覧

財産名称 所在地 
許可箇所 

（階） 
台数 

高崎中央消防署の一部 
高崎市八千代町一丁目 

１３番１０号 
１ ２ 

高崎東消防署の一部 
高崎市中居町二丁目 

２１番地６３ 
屋外 ２ 

高崎北消防署の一部 
高崎市緑町一丁目 

２７番地８ 
屋外 ２ 

安中消防署の一部 
安中市安中一丁目 

１０番３０号 
１ ２ 



使用料について 

自動販売機により得た売上金額(消費税相当額及び地方消費税相当額を除く。)

に、１００分の１５を乗じて得た額＋消費税とします。  

納付については、売上金額に基づき、組合が発行する納入通知書により、その

指定する納入期限までに、指定する場所において納付することとします。  

抽選参加資格 

次の要件をすべて満たす法人に限り参加することができます。 

（１）高崎市内又は安中市内に本社又は事業所等を有し、問題発生時には速やかな

対応が可能な事業者 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項及び第

２項各号に掲げられた者でないこと。 

（３）高崎市暴力団排除条例（平成２４年高崎市条例第７２号）第２条第２号に規

定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団員等でないこと。 

（４）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第

１４７号）に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。  

（５）自動販売機の設置業務において、自ら管理・運営する実績を３年以上有して

いること。 

（６）公租公課を完納していること。

抽選参加申込の受付期間と受付場所 

公募抽選に参加を希望する者は、公募抽選参加申込書等の書類を提出してくださ

い。 

提出は、下記提出場所に直接持参とします。 

受付期間 

令和５年２月６日（月）から２月２０日（月）までの間の午前８時３０分から

午後５時１５分まで（土日祝日を除く）。 

受付場所 

高崎市八千代町一丁目１３番１０号 

高崎市等広域消防局総務課 



抽選の日時と場所 

日 時 

令和５年２月２８日（火）午後２時 

場 所 

  高崎市八千代町一丁目１３番１０号 高崎市等広域消防局２階 会議室 

要項・申込書等について 

公募抽選募集要項（ＰＤＦ形式）  

公募抽選参加申込書（ワード形式）

委任状（ワード形式） 
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